
高額療養費制度のご案内 
ひと月の医療費の自己負担額が高額になったとき、支払い後に申請すると世帯の自己負担限度額を超えた額

が高額療養費として支給されます。 

７０歳未満 のかたの自己負担限度額（月額）              

所得区分 ３回目まで ４回目以降 注4) 
所得901万円超 注1) ア 252,600円＋(実際にかかった医療費－842,000円)×１％ 140,100円 

所得600万円超901万円以下注1) イ 167,400円＋(実際にかかった医療費－558,000円)×１％  93,000円 

所得210万円超600万円以下注1) ウ 80,100円＋(実際にかかった医療費－267,000円)×１％  44,400円 

所得210万円以下 注1) エ 57,600円  44,400円 

市民税非課税世帯 オ 35,400円  24,600円 
 

７０歳以上(前期高齢者) のかたの自己負担限度額(月額)          

所得区分 外来(個人単位) 
外来＋入院(世帯単位) 

３回目まで ４回目以降 注 4) 

現役並みⅢ 課税所得 690万円以上 252,600円＋(実際にかかった医療費－842,000円)×１％ 140,100円 

現役並みⅡ 
課税所得 

380万円以上 690万未満 
167,400円＋(実際にかかった医療費－558,000 円)×１％ 93,000円 

現役並みⅠ 
課税所得 

145万円以上 380万未満 
80,100円＋(実際にかかった医療費－267,000 円)×１％ 44,400円 

一 般 
18,000円 

(年間上限 144,000円）注 5) 
57,600円 44,400円 

低所得者 
Ⅱ 注 2) 

8,000円 
24,600円 

Ⅰ 注 3) 15,000円 

所得区分は市民税などの申告した内容で決まります。令和３年８月から令和４年７月診療分までは、令和３年度
の所得の額で決定されます。 
入院時の食事代や診断書料、室料差額、容器料など保険適用外のものは高額療養費の対象となりません。ま

た、ひと月の医療費とは月の初日から末日までの受診日を基準として金額を計算します。 
  注1) 所得 ＝ 総所得金額等 － 基礎控除額（４３万円） 
注2) 低所得Ⅱとは、世帯主および世帯全員が市民税非課税の人をいいます。 

注3) 低所得Ⅰとは、世帯主および世帯全員が市民税非課税で、かつ各種収入等から必要経費と控除を差し引く
と０円になる人をいいます。（年金収入の場合８０万円を控除額とする） 

注4) 弘前市国保の被保険者として同世帯で過去１２ヶ月間に４回以上、高額療養費の支給を受ける場合、４回目
から自己負担限度額が下がります。（７０歳以上の一般・低所得者の外来のみの高額療養費の支給月は回数
に数えません。） 

注5) １年間の自己負担額には上限が設けられています。該当になる場合もありますので、領収書の保管をおす
すめします。 

※ ７０歳未満のかたは、同じ医療機関でも医科と歯科、入院と外来は別計算となり、保険適用の医療行為の自 
己負担額が２１，０００円以上のものを合算し、限度額を超えた額が高額療養費に該当します。 

※ 調剤は、処方箋を出した医科、歯科それぞれと合算します。 
※ ７０歳以上のかたは、自己負担額の金額をすべて合算し、その合計額が限度額を超える場合、超えた額が 
高額療養費に該当します。 

※ ７０歳未満のかたが高額療養費該当の場合、７０歳以上のかたの自己負担額は高額療養費に該当します。 
※ 高額療養費の支給申請期間は、診療を受けた月の翌月１日から２年間です。 

 

高額療養費支給申請に必要なもの 
保険証、領収書、世帯主名義の普通預金通帳  
※高額療養費の支給申請にマイナンバーの記入が必要です。 
窓口に来られた方の本人確認に免許証等の提示を求めておりますので、来庁の際にご協力をお願いいたします。 

 
 所得の申告をしていないかたがいる世帯の場合、本来の所得区分で計算できませんので、所得がなくても申告を 
してください。 



 

限度額適用認定証 （非課税・低所得者のかたは標準負担額減額認定証も兼用です） 
限度額適用認定証を医療機関窓口に提示すると、保険適用分の医療費負担が高額療養費の自己負担限度額

（ひと月ごと）までの支払いで済みます。入院・外来において１医療機関ごとに適用できます。 

また、限度額適用認定証を提示しない場合でも、自己負担額が高額療養費に該当する場合は、医療機関に支

払った後で高額療養費支給申請をすることができます。 

限度額適用認定証をご利用になる場合は、下記の必要なものをお持ちのうえ交付申請をしてください。（７０歳

以上で所得区分が現役並みⅢまたは一般のかたは、医療機関窓口に被保険者証兼高齢受給者証を提示するだ

けで自己負担限度額が適用となります。） 

限度額適用認定証には有効期限があります。有効期限後も限度額適用認定証を継続してご利用になる場合は、

改めて交付申請が必要です。 

※ 所得区分は市民税の申告の額で決まります。令和３年８月から令和４年７月診療分までは、令和３年度の所

得の額で決定されます。 

※ 所得の変動(修正申告、国保被保険者の増減等)により区分変更が生じると、高額医療費の支給申請や医療

費の返納が必要になる場合もあります。 

※ 世帯分離、世帯統合をして国保番号が変わると限度額適用認定証を使用できなくなります。新たに交付申請し

てください。 

※ 保険料滞納世帯は、限度額適用認定証の交付を受けられないことがあります。 

※ 令和３年１０月からマイナンバーカードをお持ちの方で、マイナポータルでの登録が済んでいる場合は、限度

額認定証の持参が不要になる予定です。設備が整っている医療機関等のみでの利用になりますので、利用

できるかできないかは医療機関等へお問い合わせください。 
 

 

 

入院時の食事代  市民税非課税世帯の方は医療機関に標準負担額減額認定証を提示することで減額されます。 

所得区分 １食につき 
一般(下記以外の人） ４６０円 
市民税非課税 
低所得者Ⅱ 

 ２１０円 
申請時より過去１２ヶ月で９０日を超える入院 １６０円 

低所得者Ⅰ １００円 
 

※６５歳以上のかたが、療養病床に入院する場合は、食費１食４６０円（一部医療機関では４２０円）と居住費１日 

３７０円を負担します。 
  

高額療養費自己負担限度額２分の１特例 
 月の途中（１日生まれは除く）で満７５歳となり、後期高齢者医療制度に加入した人が加入前は国保被保険者であ

った場合に、その月だけ高額療養費の自己負担額が２分の１となります。また、後期高齢者医療制度に加入したこと

により、その人の被扶養者が国保加入した場合も、その月だけ高額医療費の自己負担限度額や70歳未満の合算可

能額が２分の１となります。 
 

高額医療費資金貸付制度   

病院窓口へ限度額適用認定証を提示しない場合に支払いが困難な人には、自己負担限度額を超える額を無 

利子で貸し付けています。詳しくは窓口へご相談ください。 
 

○お問い合わせは下記まで 

〒036-8551 弘前市大字上白銀町１‐１ 

弘前市役所 国保年金課国保給付係 直通電話 0172-40-7047   （市役所 市民防災館１階）    

（2021.8） 

 

限度額適用（・標準負担額減額）認定証の交付申請に必要なもの 

保険証、更新の場合は現在交付済の認定証 

※交付申請にマイナンバーの記入が必要です。 

窓口に来られた方の本人確認に免許証等の提示を求めておりますので、来庁の際にご協力をお願いいたします。 


